
公金収納の電子化を通じた生産性向上について 
 

ＩＴ新改革戦略（抜粋） 

・国の扱う殆どの手続きにおいて、インターネットによる申請等が可能となっている。 
その一方で、使い勝手が利用者の視点に立ったものとなっていない等の理由から、国民、企業等による電

子政府の利用は進んでおらず、また、住民サービスに直結する地方公共団体の電子化が十分でないなど、

国民、企業等、利用者が利便性、サービスの向上を実感できていない。 
 
また、政府のレガシーシステム（情報基盤）の見直しなど、業務・システム最適化への取組が行われてい

るが、各府省の実施体制は必ずしも十分でなく、更なる政府全体のシステム最適化への取組が求められて

いる状況である。 
 
今後は、財政の健全化や行政の簡素化・効率化、国民サービスの向上に向け、IT を最大限活用した業務改

革、行政改革が必要となっている。 
 
〔実現に向けた方策〕 

６．国・地方公共団体は、情報システムのデータの標準化を推進する。また、転居や転出の際の窓口におけ

る各種行政手続きの一括申請や、地方公共団体の防災等の公共サービスの共同展開を実現するため、情報

システムの連携基盤を開発し、2007 年度までに標準化を図るとともに、この標準に基づく地方公共団体の

システム改革を実施する。 
 
 
【掲題取組に向けての考え方】 

・新たな制度（仕組み）を導入し、その利用の定着や普及を図るに際しては、何よりも「利用者視点」に立

つことが肝要。 

・今般の企業コードの統一化は ASP・Sａａｓ等も含めた官・民の諸サービスを利用者側が受けやすくするひ

とつの方策であると考えるが、一方でサービス提供側のインターフェースも極力そろえていくことが必要。

両者は「利用者視点」で言えば「車の両輪」。 

・特に公的なサービス領域に目を転ずると「官」側のサービス提供側としてのインターフェース統一化は重

要な課題。IT 新改革戦略の下、電子政府・電子自治体の取組や官側データの標準化等が謳われているが、

この取組も加速が必要と考える。 

・国については諸手続きのポータル整備等着実に進展しており今後は利用促進が課題。それに比して自治体

側の仕組みの整備の遅れは悩ましい。地方分権の流れが加速する中、本件の遅れは IT 国家確立に向けても

大きい障壁になるのではないか。 

・金融機関の立場から見ると商慣習や企業形態、また、個人のライフサイクルも多様化していく中、自治体

をまたがる申請や納付は最早日常化している。 
利用者が電子化の利用を標榜しても、利用者側を認識するコードの統一化に加えて、自治体側行政のワー

クフローの統一（帳票の様式等を含め、そもそものフローの統一）感がなければ、利用のモチベーション

は萎えてしまうことは想像に難くない。 
せっかくコードの統一化を図っても結局使われないことにもなるのではないか。 

・既に総務省として IT 新改革戦略で掲げている電子自治体推進に向けた諸施策を､企業コード統一に合わせ

加速していくことが公的なサービス分野では重要な課題。 
両施策の「Wｉｎ/Wｉｎ」の関係をめざした取組が課題ではないか。 
そのためには国としての強い旗振り＋必要に応じた財政措置等も必要になる。 

（例）利用者（納税者）の実態 

   納税者からすると、国（歳入金）は、電子化が図られていることからインターネットで支払い、電子

化が図られていない地方の税金、手数料は金融機関の窓口で支払うということはしない。小切手 1 枚

作成し、金融機関の窓口にて支払いをしていることが実態。 

 

⇒国・地方が一体となり、基盤を整備しないと、電子化は図られない。 

 

（例）利用者視点欠如の結果 

   eTAX の利用率は２％程度（推計） 

※ 国税関係手続件数 58,000 千件 

2006 年度 eTAX 利用 1,156 千件（2006 年度目標 1,100 千件） 

 

⇒目標達成しているが、2010 年度に 50％へ引き上げることは難しいのでは。 

  （利用者は国税申告手続以外にも、行政手数料、納付手続きなど複数の手続をしていることが実態） 

 

（例）自治体の地域格差（財政面） 

   電子化整備にあたり、全国 1,800 余の自治体全てが対応することを展望すると、 
財政面に不利な小規模自治体においては、対応できない可能性あり。 

 

⇒基盤整備実現に向けＡＳＰを利用したネットワーク構築など、「国」主導で効率的な枠組みをつくり、

且つ財政支援を行っていくことが不可欠。 

 

（例）納付書 

   国、全国の自治体における納付書様式にバラツキあり（縦書き、横書き等）。 

   金融機関、納付者にとっても様式統一の要望あり。 
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【これまでの税金等の収納の流れ】 
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【電子化対応後の税金等の納付の流れ】 
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